
 

 

 

 

第２号議案 

 

宮城県教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則 

の制定について 

 

 

  宮城県教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則を別紙のとおり

制定する。 

 

 

令和５年７月１４日提出 

 

 

宮城県教育委員会教育長 佐 藤 靖 彦 

第２号議案 
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宮城県教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則の制定の概要 

 

１  制定の理由 

本県では、令和５年８月１日から、職員の給与や旅費などの内部管理に関す

る業務を１か所に集約して処理する組織として、知事部局内の総務事務センタ

ーを稼働することとしており、知事部局のほか、人事委員会事務局、監査委員

事務局などの行政委員会の業務が集約され、県教育委員会においても、学校を

除く、本庁や地方機関などの事務局の業務が集約される。 

総務事務センターに集約される事務について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１８０条の７の規定により、知事に当該権限を委任する必要があ

るため、今回、新たに規則を制定するものである。 

 

２  制定内容 

    本規則は、次の内容について規定する。 

（１）総務部総務事務管理課長への委任に関すること 

  ・諸手当（扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当）の認定等 

  ・会計年度任用職員の費用弁償額の決定又は改定 

（２）報告の徴収等に関すること 

（３）経過措置に関すること 

 

３  施行期日 

    令和５年８月１日 

 

【※総務事務センターにおける集約のイメージ】 

 

 

                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

主な集約業務 

・給与(毎月の給与システム処理や年末調整 等) 

・旅費(旅程作成、旅費算出、支出命令処理 等) 

・会計年度任用職員(給与の支出、社会保険の手続き 等) 

                         など 

総務事務センター（総務事務管理課）※知事部局 

知事部局 

人事委員会事務局 

監査委員事務局 

教育委員会 

※学校を除く 
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宮

城

県

教

育

委

員

会

の

権

限

に

属

す

る

事

務

の

委

任

に

関

す

る

規

則 

 
 

（

趣

旨

） 

第

一

条 
 

こ

の

規

則

は

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

百

八

十

条

の

七

の

規

定

に

基

づ

き

、

宮

城

県

教

育

委

員

会

（

以

下

「

教

育

委

員

会

」

と

い

う

。

）

の

権

限

に

属

す

る

事

務

の

う

ち

、

宮

城

県

教

育

庁

及

び

教

育

機

関

（

学

校

を

除

く

。

）

に

勤

務

す

る

職

員

（

以

下

「

職

員

」

と

い

う

。

）

に

係

る

事

務

の

委

任

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

 

（

総

務

部

総

務

事

務

管

理

課

長

へ

の

委

任

） 

第

二

条

 

総

務

部

総

務

事

務

管

理

課

長

（

以

下

「

総

務

事

務

管

理

課

長

」

と

い

う

。

）

に

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

事

務

を

委

任

す

る

。 

 

一 

人

事

委

員

会

規

則

七

―

九

十

九

（

扶

養

手

当

）

の

施

行

に

関

す

る

次

の

事

務 

 
 

イ

 

第

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、

届

出

に

係

る

事

実

及

び

扶

養

手

当

の

月

額

を

認

定

す

る

こ

と

。 

 
 

ロ

 

第

四

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

、

扶

養

手

当

の

支

給

に

関

す

る

事

項

を

扶

養

手

当

認

定

簿

に

記

載

す

る

こ

と

。 

 
 

ハ

 

第

四

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

、

扶

養

の

事

実

等

を

証

明

す

る

に

足

る

書

類

の

提

出

を

求

め

る

こ

と

。 

 
 

ニ

 

第

五

条

の

規

定

に

よ

り

、

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

二

年

宮

城

県

条

例

第

二

十

九

号

。

以

下

「

給

与

条

例

」

と

い

う

。

）

第

十

条

第

二

項

の

扶

養

親

族

た

る

要

件

を

具

備

し

て

い

る

か

ど

う

か

及

び

扶

養

手

当

の

月

額

が

適

正

で

あ

る

か

ど

う

か

を

確

認

す

る

こ

と

。 

 

二 

人

事

委

員

会

規

則

七

―

六

十

一

（

住

居

手

当

）

の

施

行

に

関

す

る

次

の

事

務 

 
 

イ 

第

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、

住

居

届

を

受

理

す

る

こ

と

。 

 
 

ロ

 

第

六

条

の

規

定

に

よ

り

、

届

出

に

係

る

事

実

を

確

認

し

、

及

び

住

居

手

当

の

月

額

を

決

定

し

、
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又

は

改

定

す

る

こ

と

。 

 
 

ハ
 

第

九

条

の

規

定

に

よ

り

、

給

与

条

例

第

十

一

条

の

六

第

一

項

の

職

員

た

る

要

件

を

具

備

し

て

い

る

か

ど

う

か

及

び

住

居

手

当

の

月

額

が

適

正

で

あ

る

か

ど

う

か

を

確

認

す

る

こ

と

。 

 

三 

人

事

委

員

会

規

則

七

―

三

十

八

（

通

勤

手

当

）

の

施

行

に

関

す

る

次

の

事

務 

 
 

イ 

第

三

条

の

規

定

に

よ

り

、

通

勤

届

を

受

理

す

る

こ

と

。 

 
 

ロ

 

第

四

条

の

規

定

に

よ

り

、

届

出

に

係

る

事

実

を

確

認

し

、

及

び

通

勤

手

当

の

額

を

決

定

し

、

又

は

改

定

す

る

こ

と

。 

 
 

ハ

 

第

十

七

条

の

規

定

に

よ

り

、

給

与

条

例

第

十

一

条

の

七

第

一

項

の

職

員

た

る

要

件

を

具

備

し

て

い

る

か

ど

う

か

及

び

通

勤

手

当

の

額

が

適

正

で

あ

る

か

ど

う

か

を

確

認

す

る

こ

と

。 

 

四 

人

事

委

員

会

規

則

七

―

百

六

（

単

身

赴

任

手

当

）

の

施

行

に

関

す

る

次

の

事

務 

 
 

イ 

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、

単

身

赴

任

届

を

受

理

す

る

こ

と

。 

 
 

ロ

 

第

八

条

の

規

定

に

よ

り

、

届

出

に

係

る

事

実

を

確

認

し

、

及

び

単

身

赴

任

手

当

の

月

額

を

決

定

し

、

又

は

改

定

す

る

こ

と

。 

 
 

ハ

 

第

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、

給

与

条

例

第

十

一

条

の

八

第

一

項

又

は

第

三

項

の

職

員

た

る

要

件

を

具

備

し

て

い

る

か

ど

う

か

及

び

単

身

赴

任

手

当

の

月

額

が

適

正

で

あ

る

か

ど

う

か

を

確

認

す

る

こ

と

。 

 
 

ニ

 

第

十

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

、

配

偶

者

等

と

の

別

居

の

状

況

等

を

証

明

す

る

に

足

る

書

類

の

提

出

を

求

め

る

こ

と

。 

 

五

 

会

計

年

度

任

用

職

員

の

給

与

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

（

令

和

元

年

宮

城

県

条

例

第

四

十

八

号

）

第

五

条

の

規

定

に

よ

り

、

通

勤

に

係

る

費

用

弁

償

の

額

を

決

定

し

、

又

は

改

定

す

る

こ

と

（

こ

れ

ら

に

係

る

通

勤

届

の

受

理

及

び

事

後

の

確

認

を

含

む

。

）

。 
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（

報

告

の

徴

収

等

） 
第

三

条
 

こ

の

規

則

に

よ

り

委

任

し

た

事

務

に

つ

い

て

、

教

育

委

員

会

に

お

い

て

必

要

と

認

め

る

場

合

は

、

報

告

を

徴

収

し

、

又

は

必

要

な

指

示

を

す

る

こ

と

が

あ

る

。 

２

 

教

育

委

員

会

は

、

特

に

必

要

と

認

め

る

と

き

は

、

こ

の

規

則

に

基

づ

き

委

任

す

る

事

務

を

自

ら

処

理

す

る

こ

と

が

あ

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

教

育

委

員

会

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

そ

の

旨

を

告

示

す

る

。 

 
 

 

附 
 

則 

 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

八

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 

（

経

過

措

置

） 

２

 

こ

の

規

則

施

行

の

際

、

第

二

条

各

号

に

掲

げ

る

事

務

に

関

し

て

教

育

委

員

会

に

対

し

て

行

っ

た

届

出

そ

の

他

の

行

為

及

び

第

二

条

各

号

に

掲

げ

る

事

務

に

関

し

て

教

育

委

員

会

が

行

っ

た

認

定

そ

の

他

の

行

為

は

、

総

務

事

務

管

理

課

長

に

対

し

て

行

っ

た

届

出

そ

の

他

の

行

為

及

び

総

務

事

務

管

理

課

長

が

行

っ

た

認

定

そ

の

他

の

行

為

と

み

な

す

。 
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